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優先順位 指示事項 

 

エンジン 02 オープンカレッジＩＮ浜松の開催について 

企画調整部企画課 

◆目 的 

 各分野の第一線で活躍する著名人、文化人と市民との交流を通じて、地域文化の活性化

を図るため、平成 25 年 2 月に「エンジン 01 オープンカレッジ IN 浜松」が開催される。 

市民を対象とする「講座」や「夜楽」を通しての交流で培った関係を維持すると共に、

次代を担う人材育成を目的として、次年度以降の継続開催を計画する。 

 

◆内 容 

１ 中高生を対象とした「職業観」を題材とする「講義」 

２ 講師及び市民の交流会である「夜楽」 

 

◆主 催 

 産官学で構成する実行委員会（行政主導） 

 

◆経 費 

 市負担金及び協賛金 

 

◆会 場 

 講座…アクトシティ浜松 研修交流センター会議室 又は静岡文化芸術大学 

 夜楽…市内飲食店 

 

◆日 程 

 11 月又は 12 月の 1 日 

 

※過去開催地の次年度以降の取り組み 

 エンジン 01 オープンカレッジは過去に 10 都市で開催されているが、そのうち 4 都市で

次年度以降に開催されている。 

①会津若松市 エンジン 06 まで継続開催（平成 24 年度に 07 を開催予定） 

②下 関 市 平成 22 年度にエンジン 02 開催（平成 23 年度から独自事業を開催） 

③高 知 市 エンジン 03 まで継続開催（平成 24 年度に 04 を開催予定） 

④長 岡 市 エンジン 02 を開催予定（平成 24 年 11 月 10 日・11 日を予定） 



 

優先順位 1 

第 3 次浜松市総合計画について 

企画調整部 企画課 

 
平成 24 年度から、第 3 次浜松市総合計画（平成 27 年度～）の策定に向けた準備期間と

なる。策定に当たっては、社会保障や施設更新などのコストが増大し、厳しい都市経営と

なる将来像を数値で分かりやすく表現した「未来予想図」を作成し、これを活用して効果

的かつ実現可能な政策について議論する。 

 
《計画期間等について》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
《概ね 30 年後の未来予想図について》 

・ 人口の減少、少子高齢化などが進行する中で、現状や将来予測など様々なデータを用

いて、“何もしなければこう陥る”といった低位予測の「未来予想図」を描く。 
・ 未来予想図で描いたシナリオを示しながら、総合計画の議論（市民インタビュー／策

定委員会）を行う。 
○ データ（案） 

・ 人口予測（区別／人口ピラミッド／高齢化率／生産年齢人口など） 
・ 財政予測（市税収入／市債／普通会計歳出割合など） 
・ 雇用（産業別労働者数／正規雇用／年収分布／貧困率など） 
・ 経済（市内総生産／農業生産／製造品出荷額等／年間商品販売額など） 
・ 優先課題（高齢者福祉にかかる費用の予測／公共施設の更新費用の増大予測など） 
 
《策定スケジュールについて》 

平成 24 年度 

データの解析／未来予想図の作成 
平成 25 年度 

市民インタビューの実施／市民アンケートの解析／策定委員会の開催 
平成 26 年度 

策定委員会の開催／基本構想、都市経営戦略を市議会へ提案 

ひとつの浜松の形成 未来型の創造都市への成長 未来型の創造都市の実現 

見直し 

基
本
構
想 

8 年間 

都
市
経
営
戦
略 

戦
略
計
画 

都市の持続的発展 

4 年間 

単年度ごと 

4 年間 

第 1 次 

第 2 次 

未来型の創造都市 

（概ね 30 年後） 

・特別自治市の実現 

・自立した都市経営 

・三遠南信地域の融合 

第 3 次 

前期 後期 

必要な見直し 

・数値で分かりやすく 

・公表を前提 

効果的な政策 

未来予想図 

（低位予測） 



優先順位 2 
 

基本協定書について（県単独助成事業の取扱い） 

企画調整部企画課 

 
【現状と課題】 
・ 平成 17 年 10 月 28 日付けで静岡県と浜松市との間で締結した権限移譲等に関する基本

協定のうち、当初、指定都市移行後 3 年間の経過措置を設けていた「３ 県単独助成

事業」の取扱いに関し、平成 22 年度から 3 年間延長させるとともに、平成 25 年度以

降の取扱いについては再度協議する旨の覚書を取り交わしている。 
・ 平成 24 年度末、県助成事業の期限を迎えることから、当該措置の取扱いについて調整

する必要がある。 
・ 当該措置の取扱いについては、所管課が多岐に亘るとともに平成 25 年度以降における

歳入並びに財源措置に影響を及ぼす。 
 
[平成 22 年 3 月 30 日付けで締結した覚書の内容] 

事  業  名 経  過  措  置 
母子家庭等医療費助成 
重度障害者（児）医療費助成 
こども医療費助成 

平成 22 年度から３年間、県の補助率を３分の１と

して継続する。ただし、こども医療費助成のうち

１歳以上の未就学児が通院する場合の医療費に係

る補助率にあっては４分の１とし、小学１年から

中学３年までの子どもが入院する場合の医療費に

係る補助率にあっては６分の１とする。 
なお、平成 25 年度以降の取扱いについては再度協

議する。 
 

事  業  名 経  過  措  置 
静岡県バス路線維持費助成 
中山間地域林業整備事業費助成 
県単独治山事業費 
県単独林道事業費 
県単独農業農村整備事業費助成 
中山間地域農業振興整備事業費助成 
中山間地域農業基盤整備事業費助成 

平成 22 年度から３年間継続する。 
ただし、静岡県バス路線維持費助成については、

制度存続期間までとする。 
なお、平成 25 年度以降の取扱いについては再度協

議する。 

 
【課題解決に向けた今後の方向性】 
・ 再延長を含め、当該措置の取扱いについて覚書を見直す。 


